
②

【中止、延期ができない判断のポイント】

●参加者が特定されている

●時期を変更することができない（卒業式など）

●中止すると影響が大きい

●飲食を伴わないこと

【実施する場合の条件】　※中止、延期に該当しない行事においても同様の措置をとること

●実施内容の変更に留意すること

　・時間短縮を図る

　・相互接触の機会を減らす

　・対面での会話機会を極力減らす

　・参加人数を最小限にする

●発熱やのどの痛み等、体調がすぐれない方については、参加の自粛を促す

●飛沫感染防止の徹底

　・屋外で実施する

　・屋内で実施する場合、十分な換気を確保する

　・咳エチケットの徹底を周知

　・参加者同士の距離に留意する

●接触感染防止の徹底

　・アルコール消毒液を会場入口や会場内の複数個所に設置し、確実に実施

　・テーブルや手すり、ドアノブなど人が頻繁に触れる部分をこまめに消毒

　・頻繁な手洗いなどの周知とあわせ、正しい手洗い方法の普及啓発

※この取り扱いについては、今後、感染防止対策全体の方針のもと適宜見直しを行う

西東京市新型コロナウイルス感染症危機管理対策本部
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西東京市主催行事の取扱いに関する判断基準
（中止、延期又は縮小）

市主催で市民を対象とした行事は原則中止

中止できない行事は延期

中止も延期もできない行事は縮小


